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学生総合支援室（学生からの相談に限る。）または専任教職員が、
あなたの相談に丁寧に応じてくれます。相談員に相談すること
によって、あなたの受けた行為がキャンパス・ハラスメントに
あたるかどうか整理されるとともに、今後とるべき方法につい
て、自分で意思決定をするために必要な助言を受けることがで
きます。

まずは、相談員に相談しましょう。

●学生総合支援室は、6号館1階にあります。平日10：30～18：00まで開室しています。
　自分一人で行きにくい時は親しい友人などに一緒に行ってもらいましょう。
　また、電話あるいは電子メールでも予約を入れることができます。
　直通電話番号093-583-5143　メールアドレスsoudan@seinan-jo.ac.jp
●専任教職員の相談員については、毎年4月にUNIVERSAL PASSPORT及び学内
　掲示板で氏名・連絡先を公表しています。

相談員（学生総合支援室・専任教職員）

一切

調停委員は当事者双方と個別に話し合い、

納得できる解決をめざします。

大学に対して、相手方に何らかの措置をとるよう要求できます。
手続きは、当該申し立てのみに関する「キャンパス・ハラスメント調査委員会」
を設置し、事実関係の調査並びに当事者及び関係者からの事情聴取から始まり、
下図のとおり納得できる解決をめざします。
※被害の程度が重大であることが明白で、緊急に大学としての対応が必要と判断した場合、
　委員会で独自に手続きを開始することがあります。

※不服申し立て
苦情申し立ての相手方は、（８）の処分・措置内容に不服がある場合、学長に対し、
「不服申し立て」を行うことができます。

事実関係の調査・
情報提供（当事者のみ）
事実関係の調査・
情報提供（当事者のみ）

相談員（学生総合支援室・専任教職員）

相談員（学生総合支援室・専任教職員）



調停委員は当事者双方と個別に話し合い、

納得できる解決をめざします。

大学に対して、相手方に何らかの措置をとるよう要求できます。
手続きは、当該申し立てのみに関する「キャンパス・ハラスメント調査委員会」
を設置し、事実関係の調査並びに当事者及び関係者からの事情聴取から始まり、
下図のとおり納得できる解決をめざします。
※被害の程度が重大であることが明白で、緊急に大学としての対応が必要と判断した場合、
　委員会で独自に手続きを開始することがあります。

※不服申し立て
苦情申し立ての相手方は、（８）の処分・措置内容に不服がある場合、学長に対し、
「不服申し立て」を行うことができます。

事実関係の調査・
情報提供（当事者のみ）
事実関係の調査・
情報提供（当事者のみ）

相談員（学生総合支援室・専任教職員）

相談員（学生総合支援室・専任教職員）



西 南 女 学 院 大 学
西南女学院大学短期大学部

2020.4.1


